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第 2 回学長交渉 

学長，譲歩案の検討を約束 
 第 2 回学長交渉では，今年度の給与に関して活発な論戦が行われました．しかし，お互いの主張は平行

線のままでした．最後にこのままでは決裂の可能性がありますので，お互いに譲歩するよう提案しました．

それを受けた形ですが，学長は譲歩することを検討することを約束しました．どんな譲歩案がでるか，楽

しみにしましょう．我々も譲歩案を検討しなければなりません．紛糾しそうです． 

 

今年度の給与減，必要性まったくなし 
 人勧準拠に合理的で高度な必要性はない，との組合の主張に対し，公務員より給与を高くすることに対

して国民に説明できないとのことでした．これは 0.3％でも 4.8％でも同じだとのことです．今年減となる

合計 420 万円の使い道はどうされるのか，との問いに対して，すでにセグメントに分けているから回収せ

ず，学部にまかせるとのことでした．我々の主張を百歩譲って，人勧準拠に合理性があるとしても，実際

にはお金はあるわけだから，合理性はまったくないということになります．それにしても，420万円÷5学

部として，84万円，実際にはそれ以下の金額をもらってどうするのでしょうか？ここからは学部長交渉で

しょうか？ 

         事務系職員の平均給与 

島根県の民間給与 371,371円    

島根県職員  389,685円 

島根大学職員 355,826円 

人事課提出の資料による 

とにかく，譲歩案を待つとともに，我々も譲歩案を検討する必要があります．組合員の皆

さま，また，非組合員の皆さま，ご意見をお寄せ下さい． 


